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　1989年はフランス革命200年の記念の年であ

った．世界の各地で記念の学術集会が開かれ，さ

まざまな報告がなされた．しかし，なぜかフラン

ス革命と経済学にかんする報告はなかったようで

ある．幸いわが国には，このテーマにかんして，

すでに30年前に河野健二氏と故吉田静一氏のそ

れぞれすぐれた研究がある2）．問題は両氏の研究

でほぼ尽されていると思うが，この機会に，両氏

が言及しなかった，いくつかの事実や著作に触れ

つつ，革命前からナポレオン時代にいたる産業主

義（アンデュストリアリスム，生産力主義と訳す

べきか）と産業保護主義，あるいはディリジスム

の系譜3）について，簡単な見取図を描いてみたい

と思う．

1革命前ジ啓蒙としての経済学

　チュルゴは啓蒙の経済学の最後の人であった．

彼は重農主義が経済学を放棄して，地主国家の政

治体系を宣伝し始める前年に，農業のみが生産的

ではなく，労働はすべて生産的であると述べて，

重農主義を内部から批判した．1彼はすでに地主的

視点を脱し，ブルジ買ワ的視点に立って，経済全

体を資本と労働の関係で考察することができてい

た．1776年，チニルゴは大蔵大臣として勅令を発

して賦役労働の廃止やギルドの解散を命じ，勅令

の前文で天賦の人権としてρ労働の自由を宣言し

た4）．これは産業主義の最初の宣言であったとい

えよう．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　その想源はグルネにあった．グルネはイギリス

に対抗する政策と原理をジョサイア・チャイルド

に求め，自ら仏訳したチャイルドの『新交易論』

（1754）5）に付した「注解」で11．利子のびき下げ，

2．航海条令の実施，3．公信用の確立，4．通商評

議会の再編強化，．5．、自由放任，という強力な保

護主義と徹底した自由放任の両面政策．を提唱した．

1～4の政策はすでにチャイルドにある政策’をそれ

ぞれに強化したものである。とくに利子のひき下

げについては，これがチャイ．ルドによって提唱さ

れた時点で，，自然利子率論者のロッ．クによってす

でに批判されていることを彼は承知していたはず

であるが，にもかかわらずフランスの後進性を脱

却させるために，利子のひき下げこそはあえて採

るべき「原理中の原理」であると考えていた．航

海条令についても同様，彼の提唱はだれからも支

持されなかったが，彼にとっては利子ひき下げと

不可分のものであった．この両面政策によって，

フランスの経済は活性化され，それが公信用の確

立を促す．彼はローの信用理論の正しさを確信し



「

2 経　　済　　研　　究

ていた．そしてフランス経済の恒常的な繁栄は植

民地交易をふくむ内外の通商を，政府が強力に一

元的に指導することによってのみ維持されうる，

と彼は考えていた．

　自由放任の政策はチャイルドにはむしろ特権会

社の要求として僅かにみられるが，これ，はグルネ

に独自の最重要政策であり，発言全体の比重から

すれば，これこそ彼にとって真に「原理中の原

理」と呼ばれるべきものであった．彼はこれによ

っ、て，労働g）自由，ギルドの解散，産業規則の撤

廃，独占と特権の排除，自由競争等を激しく要求

した．フランスの生産力の増大のために，自由と

保護を不可分のものとするグルネの両面政策は革

命期の産業主義と産業保護主義の共通の源流では

なかったか．グルネはまた，イギリスに対抗して

フランスの産業政策を強力に推進したコルベール

を讃え，その復活を求めていた．ただし彼は，コ

ルベール主義の名で呼ばれる強力かつ複雑な産業

規則を一挙に自由放任におき代えるζとによって，

典型とされるコルベールのディリジスムを，いわ

ば柔らかいディリジスムに転換して，ひき継ぐこ

とをめざしたのである．やがてナポレオン時代の

ヴィタル・ルーやシャプタルの経済政策のなかに

グルネが甦るのがみられるであろう．

　グルネの「注解」は公表を禁じられたが，多く

の人の間で筆写で回覧されていた．チュルゴはグ

ルネの自申放任の側面だけをうけ継ぎ，保護主義

については，完全に隠蔽して世に伝えなかった

が6），フォルポネ7）とプリュマル。ドゥ。ダンジュ

ル8ンはそれぞれに保護主義と自由放任の政策をひ

き継ぎ，発展させた．この二人のいとこは，とも

にグルネにヒュームの奢修論と二づの貨幣論（と

くに連続的影響説）を接合して，前者は国内産業

と対外交易を連結して保護主義を，．後者は個人の

自由な労働と政府の産業奨励を連携させて生産力

の増大を求めた．二人はすでに，とくに後者はタ

シカーの影響もうげて，’貨幣と労働の循環を重視

する視点を共有していた．

　グルネ，フォルポネゲダジジュル，彼ら三人は

54噛め時点で，すでに心体と，して生産力主義と窓

呼ぶべき政策体系を構成していたが，理論の体系．
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としては，大いに欠けるところがあった．彼らの

経済学は『経済表』の出現とともに色あせて，急

に後景に退くことになる．

　グルネの経済学を時代おくれの，ばらばらのも

のと思わせたのは重農主義の純生産物論を中核と

する理論体系であったが，皮肉にもグルネの両面

政策を再び現実に呼びもどしたのは，重農主義の

観念的な国際分業にもとづいて締結されたイーデ

ン条約（1786）であった．フランス側の交渉責任者

デュポン・．ドゥ．・ヌムrノレはフランスの農産物と

イギリスの工業製品の自由通商をフランスに有利

な国際分業と誤認して，条約を結んだ．これによ

ってフランスの産業的基盤は潰滅的打撃をうけた．

イーデン条約はいまだ産業が保護を必要とするフ

ランスの現実について，かえって全国の商工業者

の覚醒を促したのである．

　イーデン条約による最大の被害地ノルマンディ

では，ルアンの商業会議所の指導者ルクチュ・ド

ゥ・カントゥリュが産業の保護を訴え，イギリス

に対抗するための機械の導入を急いだ．同会議所

の主張は，機械の導入に対する奨励金や無利子資

金の貸付け，製造工の雇用増大に対する奨励金，

イギリス製品に対する関税を基金とする輸出奨励

金等，「国民的商業」、に対する奨励と保護の要求

であったが9），これ’らはすでにグルネ，フォルポネ，

ダンジュルによって表明されていた政策であった．

全国三部会に提出されたルアンの貿易業者たちの

陳情書には，ルクチュの指導もあっただろうか，
　　　　　マ自由・平等・国民主権，自由放任，産業奨励，そ

して航海条令の実施までが要求されていた10）．グ

ルネたちの両面政策はもはや，いちいち名を冠せ

られることもなく，商工業着たちの切実な政治的

経済的要求として広く滲透していったのである．

II、革命の諸過程，『総裁政府期への興味

　ではグルネたちの両面政策の主張は，革命期に

はどのよ．うに展開しただろう加一般にフラシス

革命はバスチー箔攻撃からナポレオンのグーデタ

までの10年（1789ゆ9＞とされるが，』ここでは，．前

半のテルミド÷ル9日．のロ鶏スピエール追放まで

の5丸く1789－94アと；一その後のぼぽ総裁政府期．に
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相当する5年（1794－99）に分けてみよう．フラン

ス革命がいつ終ったかについてほ説が分かれるが，

同時代人の多く，少なくとも経済や経済学にかが

わった者はロベスピエールの追放をもらて，、革命

は終ったと考えていた．革命の混乱の後の総裁政

府は無力に終ったが，彼らにとって，この期間は

革命後の社会を，認めうる限りの革命の成果に立

って再組織すべき重要な時期であった．‘この期間

に教育制度が整備され，官僚機構も充実して，』や

がて多くのテグノクラートを輩出するようになる．

　．革命期前半において，立憲議会はいち早く封建

的特権の廃止を決め，國 l権宣言を採択して，まず

個入の一般的自由を確立したあと，91年3月と6

月にはアラルド法とル・シャブリエ法をもってギ

ノレドを廃止し，営業の自由を保障して経済的自由

主義を法的に確立した．一方，対外交易にかんし

ては，91年3月の関税改革以来，議会はしだいに

保護主義の政策を強め，93年3月には門田抗争

の愛国主義の高まりのなかでイーデン条約を破棄

し，9月には航海条令を可決した。この航海条令

は直接貿易の確立（イギリスめ海上独占の排除），

国内産業の保護育成，および植民地貿易の確保を

使命として可決された11）のであるから，吉田氏の

指摘のとおり，まさに保護主義の「極点」に立つ

ものであった．グルネや商工業者たちが求めた

「国民的産業」のためめ自由と保護の両面政策は

ここに実現されたといえるのだが，しかし現実に

は圧倒的に勝るイギリ，スの海軍力の前に，この条

令はなんらの実効もあげえなかったのである，フ

ランスの海運力を強化する狙いは果せず，逆に海

運力を奪われて事実上，植下地を放棄する結果と

なった．植民地喪失の状況がむしろ「大陸制度」

に向わせたといわれるが，こ：の保護政策は完全に

失敗であった．対外交易業者と国内産業家の利害

も対立した，後でも述べるが，総裁政府期には，

この政策の失敗と被害の回復のためにこそ，新ら

しい経済学が必要とさんたのである．航海条令の

生みの親バレールは後に総裁政府の使命について

語ったが，航海条令について積極的に語ることは

じながつたi2）♂

　93年め段階までに，重農主義は後退しつつあ

3

つたが，．動産所有者に対する土地所有者の政治的

優位を主張する議論，つまり地主のみが政治への

参加権を有するどいう主張は依然として根強かっ

た13）．これに対してレドレルは動産（資本）所有者

と産業的技能（アンデュストリ〉の所有者の政治的

経済的優位と彼らを中心とする産業主義の社会に

ついて語り始めていた．レドレルが，やがてフラ

ンズでは最初の経済学教授となるヴァンデルモン

ドに道を拓いていたのである．．

　レドレルとヴァンデルモンドについては後で述

べるが，彼らの産業主義の展開には，それぞれス

ミスとジェイムズ・スチュアートの経済学の導入

が必要であった．前者は，農業と土地所有に偏す

る重農主義を退け，労働と所有の広範な結合が本

来であり有利であることを説くたあにスミスが必

要であったし，後者は，「人為的欲求」の解放と

拡大によって，革命の成果である権利として平等

を，より実質的な平等へと接近させみために，ス

デュァートの経済学を必要としたのである14）．幽そ

の内容にかんしては後で述べるが，ここでは，革

命期のフラジス産業主義の発端において，スミス

とステユ・アートボそれぞれの歴史的役割をもつて

深くかかわったことだけを述べセおこう．

　総裁政府期における産業主義の展開には｝もう

一つの要因があったと思う．革命の混乱を超え℃，

あるいは革命の過剰を緩和して，革命の成果を社

会に定着させるためには，・干たな社会的結合の原

理が必要であった．新たなアソシアシオンのあり

方が摸索されなけれ’ばならなかったのである．産

業主義は，まさにこの時期に，革命後の調整のた

めの一種のアソシアシオンの経済学として誕生す

るのである」

　アソシァシオンということばは，19世紀のララ

ンスセは広く初期社会主義の組織原理として用い

られ’たがジここでは，ルソーが『社会契約論』に

おいて，たとえば，「国家には契約は一つしかな．

い．結合（アソシアシオン）のi契約である」という

ように用い七いる，その社会的結合という意味で

用いられる．

　では総裁政府期にアソシデシオンぶ再び求めら

れ’た時，なにが問題であったのだろうか・ラチン
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ス革命の最初のスローガンは「自由・平等・所

有」であった。これは89年の人権宣言のエッセ

ンスを，革命の最初の成果として確認したもので

あるが，厳密にいえば，この「自由」と「平等」

は「所有」をめぐって，矛眉対立するものであっ

た．したがって「平等」はあくまで権利としての

平等であって，事実の平等ではない．人権宣言に

もそう定義されている．しかし革命の進展ととも

に，富者は財産権の行使を「自由」と考え，貧者

は生存権としての「平等」を要求するようになり，r

革命のスローガンはむしろ革命の矛盾と対立と緊

張を激化させるものとなった，

　そこで93年の国王の処刑以後，高まる内外の

反革命と干渉戦争のなかで，愛国心に訴えて国民

に団結を求めるために「自由・平等・友愛」とい

うスローガンが考案され．た．「友愛」の意味は必

ずしも明らかではないが，「自由」と「平等」の

「所有」をめぐる対立を同胞愛によって緩和し，

ナショナリズムを鼓吹して，共和国を守り抜くこ

とをめざしたのであろう，

　しかしテルミドール9日以後，「友愛」のスロ

ーガンは語られなくなった．今日でこそ，「友愛」

は「自由・平等」と並んで人類の解放の理念とさ

れるが，それは1848年の第2共和政憲法にはじ

めて公式の標語密して定められて以来のことであ

る．恐怖政治のもとでの「友愛」はかなり奇妙な

ものであった，人びとは，革命は終った，社会の

再組織が必要だ，と思った．しかし「友愛」に代

る社会的結合の原理はなんであろうか．「友愛」

は矛盾をあいまいにしたまま，共同体に団結の求

心力を与えるものであった．したがって「友愛」

は「平等」と結びつきやすく，「平等」に幻想を

与えやすかったのである．当時のある識者は「平

等はすべての人の心のなかに，感情の如く欲望の

如く，あいまいに存在する観念である」と語って

いる15）．平等は「友愛」のもとで権利としても事

実としても，あいまいなものとなっていた．革命

の出発点に立ちかえって，権利としての平等，事

実として避けがたい不平等，これを「友愛」に代

る新しい社会的結合の原理によって体系づけなけ

ればならなかった．19世紀フランスの社会主義が
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「友愛」に代る，あるいは「友愛」を結合力，親

和力として発展させた平等主義的アソシアシオン

であるといえるとすれ，ば，産業主義は「自由」と

「友愛」を結合させた自由主義的アソシアシオン

といってよいであろう，

111経済学の啓蒙，あるいは制度化

　もう一度，ルソーの『社会契約論』のアソシア

シオンを顧みる必要があった．パリ大学の哲学教

授モグラはルソーの社会的結合の政治的原理を

「労働と勤労（アンデュストリ）」による所有とい

う経済的原理におき代え，それによって「各人に

労働の成果を保証するためのアソシアシオンの必

要」を感じ，「これを人間的アソシアシオン」と呼

んだ16）．彼によれば，ひとはみな，「労働と勤労」

によって生きる権利と余剰を持つ権利とを持って

おり，「平等の感情」に導かれて，ひとの生きる

権利を「神聖かつ不滅の権利」として認め，同時

にまた「公共の繁栄と個人の安全を願う強い気

持」から，余剰は各人の「労働と勤労」に属する

ことを認めるのである．労働する必要が個人の所

有権を確立させ，個人の所有権の確立が市民社会

の成立を導く．こうして彼はルソーの『社会契約

論』を労働と所有の体系におき代え，権利として

の平等と事実としての不平等を「市民的結合の二

つの基準」として改めて確認する．

　彼はたえずルソーに典拠を求める，そしてルソ

ー自身に「所有権は市民社会の真の基礎であり，

市民の政治参加の真の保証である」（『政治経済

論』）と語らせることによって，ルソーおよびルソ

ー主義者たちの所有権批判を批判する．この手法

はレドレルにも共通している．彼はまた「政治経

済学と社会道徳学の原理の認識と実践なしには，

法全体の統一と安定はありえない」という．とい

って彼自身が独自の経済学を展開する．わけではな

いが，スミスの分業論から有名なピンの例をあげ

て，分業の有利さは農工商のいずれの分野におい

ても，大規模経営においてこそありうるとして，

富の分割に反対している．

　モグラは以上のような議論をすでにg1年度の

「道徳哲学講義」で行っていた．．彼はその講義の
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要旨を，96年頃，ジャコバン・モンタニャール派

批判を付して，「人間的アソシアシオン」論とし

て発表したのである．

　レドレルはモグラの議論から出発していると思

う17）．彼はメッッの商工業者を代表する立憲議会

議員として議会の中心で活躍したが，ロベスピエ

ールが権力を掌握すると議会を離れ’て，ジャーナ

リストとして活躍した．彼の役割はモグラの「人

間的結合」論をさらに進めて，「社会組織論」を

示すことであった．彼はこの題名の連続講義をリ

セで93年2～4月置行い，この講義を97年にな

って，彼自身が編集発行していた『公共経済誌』

に発表した18）．彼は1800～01年にも『公共経済

論』という連続講義を行ったが，これは未完に終

り，93年の講義とほぼ同じ基調のものとなったコ9）．

　『社会組織論』は，1．所有者とはなにか一国民主

権の担い手，2，所有者と非所有者の連帯はあるか．

という二つのテーマで構成さされている．第1の

テーマにかんして，彼はまず重農主義（デュポン）

批判と平等主義（マブリ）批判を行う．重農主義に

対してはスミスの分業論を用い，広範な分業の展

開によって土地そのものの生産力が増大している

今日，その成果はすべての労働と資本に属すとい

う．またルソーの『不平等起源論』によって所有

権を否定する平等主義者に対しては，ルソーが

「所有権は市民の政治参加の真の保証」と述べた

『政治経済論』を用いて，彼らの否定論を否定す

る．－ 竭閧ﾍ市民社会の根本である所有権が土地に

限定され，あるいは政治への参加権が制限されて

いることである．彼は所有者を三種に分ける．人

間はまず肉体に技能を持つことから始まり，つぎ

に動産を持ち，その後に土地を持ったのであり，

土地の所有権は社会の成立後に確立されたにすぎ

ず，土地所有権は社会に先行するものではない．

土地，動産，技能（アンデュストリ）の三所有者は

平等であり，すべて国民主権の担い手である．彼

の分類によれば，技能の所有者は二つに分かれる．

道具や材料を要する技能者とそれらを要しない学

者・弁護士等の知的アンデュストリの所有者であ

る．社会の生産にかんしては，動産（資本）の所有

者とアンデュストリの所有者が土地所有者に優位

冠

するのである．彼はルソーが『不平等起源論』第

二部冒頭の有名な「六行」の最後の部分で，「成

果は万人のものであり，土地はだれの者でもな

い」と私有財産の批判者に言わせることばをひき

とって，このルソーの言を文字どおりの意味にと

れば，「土地の分配が問題ではなく，土地の共同

経営と万人の間でのその成果の分配が問題なの

だ」と述べている．彼はここでは，すべての労働

と資本を，彼が「1789年の革命の精神」20）と考え

る権利としての平等の資格で十全に社会の生産に

かかわらしめ，社会の生産力を高め，すべての者

が分配にあっかる平等の機会をふやし，それによ

って財産の平等は実現しえないまでも，それ’へ向

って接近する苓とはできる，と考えている．これ

が「1789年の革命の精神」を守ろうとするレドレ

ルの産業主義の出発点であった．

　では第二のテーマ，所有者と非所有者の間で所

有は連帯できるか．可能である．1．所有者は享

受したい欲求をとおして，非所有者の「勤労」（ア

ンデュストリ）の意欲をうけ入れる．2．勤労は貧

者の資産であり，富者はそれに支払う義務がある．

富と貧困の・間に中間者がいる．彼らは一国の調整

者としての「徳」を備えている．3．財産の平等

ではなく，財産の接近をめざすことは可能である．

金融団体の解体，長子相続権の廃止，大衆の前進，

営業の自由，賃金の上昇，あらゆる分野での労働

力の増大，任官機会の平等など，革命の成果によ

って，財産は接近する，と彼は信じた．

　レドレルのリセでの講義は95年には新設され

たばかりの高等師範学校で，ヴァンデルモンドに

よってひき継がれたといえる．しかし高等師範の

講義課目には当初「政治経済学」は入っていなか

った．クリェゼ・ラトウシュは急遽，議会で演説

して，その必要を説いた21｝．この演説には，当時

の経済学に対する認識が単的に示されている．彼

は，フランスの現状をなんら顧慮せずに実施され

た航海条令の失敗と全産業の均衡を失わせたコル

ベールの失敗をあげ，対外商業，海運，植民地，

国内産業の全分野にわたる再検討を要請する．政

治経済学は産業のさ享ざまな分野への利益の均箔

を監視し，公益の求めるものを各産業に要求する
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任務を持ρ哨兵であるべきであり，それとして世

論のなかに定着すべきである．：そして「産業と技

術の最良の管理ユのあるところに力と独立がある，

といつ、新らしい経済学のあり方と’してダこζに

は多分にディリジろ今の調子が感じられる．

　ヴァンデルモンドは数学者であるが，音楽学に

通じ，生産技術p改良や新度量衡の制定にもかか

わり，またジョンの商工業の建て直しにもあた！る

等，多才な人物であった認）．彼の経済学上の最大

の名誉はフランス初の経済学講義を担当したこと

だが，彼がジェイムズ‘スチュアートをフランス

に導入したこともまた重要である．彼は『原理』

の仏訳版を出すことを訳者に勧めただけでなく，

彼自身，講義で『原理』を最も重く用いて恥る．

講義のプランもほぼ『原理』の構成に従って組ま

れたらしい．彼のプランは，1．富の本性，形成，

分配，価値と価格，農業の政治的原理，以上の諸

問題にかかわる公教育，2．商業と産業の奨励，

流行（余論），独占，ギノレド，特権，規則，奨励金，

発明，機械，対外商業，貿易バランス，3．租税，

地租，消費税，4．公信用，流通，利子率，投機，

5．貨幣，通貨，アシニァ券，外国為替，各種銀

行，金融操作，国債と公的信用の侵害となってい

たが，財政難のため，ほぼ1．のところで，講義

は4ヵ月後に中断されてしまった23）．しかも講義

は校則に従って座談調で，十分な体系を整えるに

はいたつていない．．

　ヴァンデルモンドの講義の特徴は，革命後のフ

ランス，つまりイギリスに比して後進のフランス

であり，またレドレルが責務としたように，革命

の成果である「自由と平等」を保持しつつ，権利

としての平等だけでなく，事実としての平等へも

絶えず接近させなければならないフランスを，ス

ミスと，とくにスチュアートρ貨幣的経済学で刺

激し，前進させようとすることであった、，彼は講

義の冒頭から乳諸君はすべての人間が農夫である

ことを望むか，都市を田園に追いやることに賛成

か，とスチュアートの農工分離や7リーハンズの

創出という問題を問いかけ，翻って「人為的欲

求」の創出と拡大を最大の政策として提起してい

く．「財産の平等が達成されない以上，人々の間
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、に平等を回復すべく残されていう最上の方策はゼ

貧者g）獲得の熱意と富者の支出の熱意をともに奨

励し．て，彼らを順次，富裕にすることである」と

いうスチュアートのこと．ばを引用して，それは「

人為的欲求」の拡大によってのみ可能だという．

彼はなによりもまず，国民すべての間に，、「人為

的欲求の好み」を拡げ，それによって，しだいに

必需品の．安価，低金利，高賃金が実現するという

展望を持っていたが，そのためにも彼は政府が積

極的に「人為的欲求」を生みだし，女性や子供の

雇用機会までもふやし，極端な貧富を排除して不

平等の格差を圧縮していくべきだと考えていた．

彼は独占は排除したが，生産技術の改良と指導¢）

ためにはギルドは必要であると考えていたし，あ

．れほどの混乱を起こしたアシニャ券についも，信

用の拡大のために，その必要を説いた．役は「人

．為的欲求」の刺激によって実現する生産力の増大

と国内商業の豊かさに大いに自信を持っていたせ

いか，貿易バランスは政府にとって重要関心事で

あるとしながらも，逆調の工合は保護関税や輸入

禁止を必要とするというス．テユアートの説を参照

せよというにとどめ，また植民地についても，植

民地に流出する人口以上に本国での雇用が実現す

れば，それ’でよしと．するチャイルドの説を紹介し，

現実にヨーロッパのどの国でも過剰人口は生じて

いないとして，対外的保護政策については，それ

以上積極的には言及していない．彼は政府の指導

を求める点でコルベールの徒であったが，・規制を

求めるコルベール主義者ではなかった．むしろ個

人の自由な経済活動を基本とし，生産力と国内市

揚の強力な展開に期待して，強権的な保護主義に

依存しないという点で，柔らかいディリジス．ムの

徒であったといえよう．

IVナポレオン体制とディ‘’り』ジスム

　総裁政府の時代に誕生した産業主義はレドレル

からヴァンデルモンドへひき継がれたが，政府の

指導とめう点にかんレては，．両者1ますでに異な．る

面を持ち噛めていた　レドレルの産業主義は，政

府あるいは政治からの独立という点では，．．やがて

セイゴ．そしてデスチュ・ドゥ・トラセにうけ攣が
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がれるだろう．一方，ヴァンデルモンドの産業主

義は政府の指導性をいっそう強める形で，ナポレ

オン体制下のヴィタル・ルrにひき継がれてL～＜．

　ルーの経歴の詳細については多少不明の部分ぷ

あるが，彼は革命の盛期にはロベスピエール派で

あった．テルミドーノレ9臼の後，彼は銀行家ラフ

ィットと知り合い，その推薦でフランス銀行の理

事となり，ナポレオンに『商法典』の編纂を進言

し，これを完成した．、’

　ルーはヴァンデルモ’ンドの経済学講義の影響を

最も強く受けた人物であろう鋤．ヴァンデノレモン

ドはこの講座の開設を「革命の注目すべき事件」

の一つと呼んだが，ルーもその意義を高く評価し

ている．そして彼自身，‘ ﾚ細な商業教育制度案．を

作り，その教科書をヴァンデルモンドに倣って

『国富論』とスチュアートの『原理』と指定して

いる．ルーがヴァンデルモンドから学んだ最も重

要なものは政府指導型の産業主義であった．彼は

あたかもヴァンデルモゾドの中断した講義のあと

をひき継ぐかのように，その著書をいきなり，商

業の重要性，貨幣と信用，公債，公立銀行，…と

構成していく．彼によ・れば，．農業と製造業ボ富の

源泉をなすが，それらを結合する商業こそ一国の

力と富の原動力である．彼以後に続く一連の「商

業システム」の始りである．・政府はこの「商業シ

ステム」に有利な’「「制度」を設けるべきである．

その制度とは「商法典」’た結実する信用制度であ

り，全国銀行組織網であり，また彼が試案として

示す政府の予備金制度（政府は予備金を支出して

公債の借手としてより，むしろ資金め貸手として

財政的に積極的な役割を果たす）である∴ここで

はスミスはもはや分業論の著者ではなく，ステ三

アートとともに信用論ゆ公債論の著者として援用

される．そしてこのF商業システム⊥を動かす経

済の軸となるものは「奢修」である．ルーは「人

為的欲求」という用語こそ用いないが，代わりに

ヒェーム，フォルポネ，・ダンジ1三ルから奢修論を

学び，ヴァンデル毛．ンドがすでに引用・した「財産

の平等が達成されない以上・・Uという例のスデ三

アートのことばをそめまま掲げて∫日常的筆塚品

産業の保護育成を∴政府が強力に指導することを

7

求める．ルーは基本的には自由放任主義者であり，

労働の自由を尊重し，ギルドの復活を強く警戒し

ている．彼は禁止主義的な保護主義者ではない・

だから彼は航海条令を求めない．しかしそれ’以上

に，彼は国内産業め育或のため’にゴ政府の指導を

求めるのである．彼は革命が旧い規剣を廃止した

ことを評価するが，同時に産業と商業が無制限の

自由のまま放置されていること，革命後に新たな

不平等が生じていることに不安を感じる．彼は，

国内競争における小資本の保護を訴え，イギリス

製品に対する関税を「保護障壁」として国内の幼

弱産業の育成に向ける必要を説きゴコルベールめ

産業システムを詳しく紹介して，全産業体系の実

態把握，新規則の制定，内需と輸出のバランスの

調整等にとり組む全国商業会議所と通商国務会議

の組織化を求める．要ナるた彼は政府が外国の競

争力を輸入禁止によってではなく，国内産業の完

成を指導することによって，．「破壊する」ことを

求めるのである．彼は総裁政府が無気力，無能で

あったと激しく非難する．彼はナポレオンの新政

府に，このことを強く訴えるために著書を出版し

たのである1翌・1801年，彼は商法典編纂委員会

となり，1803年に答申をまとめた25）．1807・年に

成立する，この商法典は経済活動の自由を保証し

つつ，かつ比較的規制の強いものとなった．ルー

の主張め反映だっただろうか．ルーは革命後のナ

ポレオン時代に，なによりも「シュリの徳とコル

ベールの天才とチュルゴの啓蒙」を求めた．柔ら

かいディリジスムの復活である．

　ナポレオン体制下のもう一人，フ・エリエはスミ

スを解体し，「逆転」させて，ナポレオンの「大

陸封鎖」・の政策を示唆しだ26）、彼はズミ家のなか

に二人のスミスがいるという．一人は，事実を観

察し，富の源泉は労働であること，．分業は生産的

で，近代社会の原理であること，そあ分業は資本

の増加の結果であり，資本は貨幣でしか形成され

えず，維持されえないことを明らかにした「偉大

なるスミス」1である．もう一入は重農主義者と同

じように∫自由放任を唱えた「偽りの天才」スミ

スである．復はダ私益を完全た自由放任とすれば，

国民的産業たとらて最も有利な資本の使用かえら
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れるというが，自由な資本の使用は「死の原理」

となる．またスミスに一貫して独占に反対し，そ

れを保証する通商条約にさえ反対したが，航海条

令については，その軍事的意義のみを強調した．

フランスはいま市民革命を経て，商業的軍事的意

義を担いうる航海条令を持った．スミスは我々の

経験の前に破れたのだ，とフェリエはいう，この

「二人のスミス」という観点の上に，彼の独自の

「商業システム」論が築かれるのである．

　彼はスミ．スにならって，労働に根ざす経済をめ

ざす，と同時に彼は貨幣の機能を重視したムロン，

デュト，フォノヒボネを援用しつつ，貨幣は流通と

再生産のための虚血な手段であり，不可タの媒介

物である，．と考える．彼によれば，貨幣は資本で

あり，富であり労働の創出者である．この労働と

貨幣を，対外商業優先の政策によって結びつける

ところに，彼のいう「商業システム」が成り立つ

のである，すなわち，国内商業・製造業は多くの

腕に雇用を与えるという意味で，対外商業よりは

るかに有利であるが，その国内商業・製造業に資

本としての貨幣を供給するには対外商業が不可欠

であり，政策としては，これが優先され’るべきで

ある．一国。富は唯一，貨幣によって成り立つと

考え，再生産とは無関係に外国の貨幣獲得に専念

する重商主義政策には全く根拠がない，と彼は老

えるのだが，しかしこの政策は事実としては歴史

的にきわめて有効であったこと牽認める．彼はこ

の労働と貨幣のための内外政策を一体としたもの

を「商業システム」と呼び，これは国内市場に多

くの雇用を創り出すという意味で，．労働に根ざす

経済システムであると考えている．しかしこの揚

合，「商業システム」を彼に独自所）ものとするの

は，市民革命によって実現された航海条令を，こ

のシステムの根幹とし，それによってイギリスの

商業独占を打ち破ることを最大の課題としている

ことである．そのためにフェリエは，「商業システ

　ム」そのものが，彼にいわせれ1

　「公共精神」である軍事精神一「

　らフランスを解放したのも軍事精

　裏づけられて実施され’るべきこと

．してまた彼はイーデン条約以来の

，　フランスの

命の犯罪」か

　であった一に

を強調する．そ

　ギリス製品に
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対する好みをフランスから追放し，なおかつ全ヨ

・一溜ッパに対して，フランス製品の使用を命ずる

必要を説くのである．

　これは「大陸制度」を示唆するものであった．

翌1706年ナポレオンは「べ：ルリン勅令」を発し

て「大陸封鎖」を宣言した．「ヨーロッパ連邦」

の構想のもとに，フランス製品のためのヨーロッ

パ市揚統合が強権によって実現されたのである．

フェリエはフランスの航海条令の意義と成果を誇

張して，これを「大陸制度」に直結し，ナポレオ

ンを市民革命後のコルベールとして世に暗示した

のである．後進フランスの経済のあり方を，フェ

、リエほど熱心に「大陸制度」のなかに求めた者は

いなかった．ここに彼の「商業システム」の経済

学の特徴が端的に示され’るのである．彼は著書の

版を重ねて（1821），なおスミスの経済学が普遍的

真理としてフランスに適用されるのを拒否し続け，

セイが経済学を政治から切り離したことを断固と

して非難し，「大陸制度1は失敗したが，それが

確かにイギリス経済に打撃を与えたことを確信し

てやまなかったかのである．吉田静一氏は『フラ

ンス重商主義論』において，この時代の「一連の

保護主義者」たちにフランス版の「固有の重商主

義」をみいだし，その典型をシャプタルに求め，

フェリエや後で述べるガニールについては，政策

的には保護主義と国内産業の重視，理論的には貨

幣の資本機能および経済発展に対する効用の重視

という共通性で一括するにとどまった．フェリエ

が国内産業を重視したことはすでにみたとおりで

あるが，彼には自由放任論や産業組織論が欠けて

いるのである．フェリエが「固有の重商主義」に

該当するかどうか，私は知らない．私はここでは，

ヴィタノレ・ルーが，いわば柔らかいディリジスム

の復活を乗ゆたのに対して，：フェリエは国家利益

により多く力点をおく，いわば強いディリジスム

を求めたこと，そしてルーとフェリエがそれぞれ

に到達した「商法典」と「大陸制度」はナポレオ

ン体制を構成する二つの重要な側面であったこと

を述べるにとどまる．

　残る紙数は僅かであるので，ごく簡単に付言す

るが，ガニールは，スミスによる富の源泉として
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の労働論とスミスに反対する対外商業優先論とを

結びつけて，フェリエと同様に「商業システム」

を語る27）．ガニールもフェリエもスミスを一部

「逆転」転用して，後進フランスのための「商業

システムJを構築しなければならなかった．そし

てもうスチュアートを語らなくなる．彼はスミス

が生産的労働と不生産的労働とを区分するのに対

して，すべての労働は直接的あるいは間接的に，

かつ物質的あるいは道徳的に，社会の生産に向け

て「協同」するのであり，労働はすべて生産的で

あり，不生産的労働は存在しな．いという．この

「協同」．する全労働の中心に，彼がr快適さの労

働」と呼ぶ日常的i奢修のための労働を据えて，こ

れを全産業力の推進力とし，かつモラルの源泉と

する．彼によれば，余剰の上に「快適さの労働」

が成り立つのではなく，．「快適さの労働」が余剰

に先行し，余剰を増大させるのである．この日常

的平押産業と対外商業との結合によって大衆的富

裕を実現するというのが，ガニールのいう「商業

システム」である．彼は完全に自由な商業は輸入

禁止主義と同様，存在しないといい，また「自由

と平等」の原理にもとつかない商業は存在しえな

いといい，格別に強い保護主義を求めるわけでは

ない．ガニールの「商業システム」は明らかにフ

ェリエのそれに対する批判であり，当時，強権的

支配の度を最：高度に強めていた「大陸制度」に対

する全面否定である．ガニールの「商業システ

ム」は産業保護主義といシよりは，むしろ産業主

義をめざす柔らかいディリジスムというべきでは

ないか．シャプタルについても，ほぼ同様のこと

がいえるであろう28）．いや確かにシャプタルは保

護主義を求めた鋤．しかし彼はそれを航海条令や

大陸制度には直結していない．むしろ前者には批

判的で，後者については弁明的である30）．「固有

の重商主義」．を強調して市民革命の前後に断絶を

求めるのではなく，コルベール以降のフランス経

済に一つの継続を認めるとすれば，むしろグルネ

やフォルポネやダンジュルの柔らかいディリジス

ムの復活がみられ’るとだけ述べておこう．シャプ

タルについては，稿を改めて論ずべきであろう．
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